
 

 
 
 

地
方
自
治
法
第
百
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
専
決
処
分
事
項
の
指
定
（
案
） 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
専
決
処
分
事
項
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。 

 

一 
県
債
の
利
率
を
変
更
す
る
こ
と
。 

 

二 

議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
お
よ
び
財
産
の
取
得
ま
た
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
井
県
条
例
第
一
号
）
に
基
づ
い

て
議
会
の
議
決
を
経
た
工
事
ま
た
は
製
造
の
請
負
契
約
な
ら
び
に
財
産
の
取
得
ま
た
は
処
分
を
そ
の
議
決
の
趣
旨
に
反
し
な
い
範
囲
に
お

い
て
変
更
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
変
更
に
係
る
増
加
額
が
一
千
万
円
を
超
え
る
場
合
を
除
く
も
の
と
す
る
。 

 

三 

法
律
も
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
ま
た
は
条
例
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
一
件
百
万
円
以
内
の
権
利
の
放
棄
を
す

る
こ
と
。 

 

四 

法
律
上
県
の
義
務
に
属
す
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
、
一
件
に
つ
き
五
百
万
円
以
内
に
お
い
て
額
を
定
め
る
こ
と
お
よ
び
こ
れ
に
伴
う
和

解
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五 

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
百
万
円
以
内
の
職
員
の
賠
償
責
任
を
免
除
す
る
こ
と
。 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
指
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。 

 

（
知
事
専
決
事
項
の
廃
止
） 

２ 

知
事
専
決
事
項
（
昭
和
四
十
六
年
決
議
第
五
十
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 
 

提
案
理
由 

 

地
方
自
治
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
五
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
、

こ
の
案
を
提
出
す
る
。 


